
 

特定原産地証明書（ＥＰＡ）および原産地証明書（非特恵） 

発給事務営業時間変更のご案内 

 

 

平成３０年１２月２０日 

日本商工会議所 浜松事務所 

浜松商工会議所 工業振興課 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

平素は格別のお引き立てにあずかり、有難く厚くお礼申しあげます。 

さて、弊所が取り扱っております特定原産地証明書（ＥＰＡ）および原産地証明書（非特恵）

につきまして、２０１９年１月４日（金）の営業より、営業時間が下記のとおり変更となりま

すのでお知らせいたします。誠に恐縮でございますが、何卒御理解くださいますようお願いい

たします。 

敬具 

 

記 

営業時間 

 月〜金（祝日・年末年始除く） 

９：００～１２：００  １３：００～１７：００ 

 

 ※変更前  月〜金（祝日・年末年始除く）９：００～１７：００  

※１２：００～１３：００の間の窓口申請は受理いたしかねますので、予めご了承ください。 

 ※特定原産地証明書（ＥＰＡ）のシステムでの入力および申請は可能です。 

 

変更日 

 ２０１９年１月４日（金）より 

 

 

お問い合わせ先 

 日本商工会議所 浜松事務所 

 浜松商工会議所 工業振興課 

 電話：０５３－４５２－１１１２（貿易証明専用電話） 

 ※１２：００～１３：００は留守番電話となります。 


